
    

様式様式様式様式Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－１９１９１９１９    

    

科学研究費助成事業科学研究費助成事業科学研究費助成事業科学研究費助成事業（（（（科学研究費補助金科学研究費補助金科学研究費補助金科学研究費補助金））））研究成果報告書研究成果報告書研究成果報告書研究成果報告書    
平成 24年 5月 15日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究成果の概要（和文）： 

 本研究の成果は、（1）民主党教育関係法案が、自公政権以上に徹底して新自由主義改革を進
めるものであり、同法案と「新」教基法とが矛盾せず、また、「新」教基法の解釈により同法案
を正当化できるため「新」教基法の再改正が必要とされていないこと、(2)大阪府の教育諸条例
は、国の法制度改革に先立って新自由主義的に教育行政・学校組織を再編しようとするもので
あり、その手段として地方版教育振興基本計画が使われようとしていること、（3）「日の丸・
君が代」訴訟最高裁判決は教師の思想・良心の自由に関して相当程度踏み込んだ判断を示した
のに対し、教師の教育の自由に関してはほとんど判断を示していないので、教基法 16 条解釈の
重要性がさらに増したこと等である。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 The aim of this research is to identify the legal issues in harmonizing the new 
Fundamental Law of Education (the new FLE) enacted in 2006 to the constitutionalism. We 
analyzed not only the new FLE but also the related enacted laws and draft laws prepared 
by the ruling parties. The fruits of this study are as follows. First, the political trend 
at the central and local levels for adopting new educational laws is to enhance the 
neoliberal scheme incorporated in the new FLE. The draft educational laws prepared by 
Japan Democratic Party before they came to the power in 2009 and new educational ordinance 
of Osaka prefecture and city are typical of this trend. Second, the key to anchor the 
new FLE within the framework of the constitutionalism resides in the prohibition of 
“improper control” as is stipulated in Article 16 of the new FLE.  
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１．研究開始当初の背景 
 新教基法法制の内容的特徴が、行政学領域
において展開されてきた「新しい統治」理論
または経済学領域において展開されてきた
新制度経済学派の制度規範論の中核にある
「主人‐代理人」理論に基づく、教育行政組
織、政府間財政関係、行政組織・教育組織関
係、学校管理職・教育職関係の包括的再編に
あると指摘されてきた。 
 しかし、このような指摘も法の“客観的認
識”に他ならず、直ちに、新教基法法制の“あ
るべき解釈”となるわけではない。新自由主
義に基づく教育法制の全面的改編である新
教基法法制が、現代立憲主義から導かれる教
育法の基本原理―教育の自由と教育におけ
る平等―、それに由来する制度原理―教育と
教育行政の区別、教育行政の一般行政からの
独立、教育行政の地方自治、学校の自治―と
相当の緊張関係にあることは意識されてい
るとおりなのであり、緊張関係が具体的にど
こにあり、それがなぜ発生するのかを明らか
にし、そのような緊張関係を解く新教基法の
「立憲主義的解釈」が必要とされている。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、2006 年 12 月に公布・施
行された「改正」教育基本法およびそれと前
後して実行された包括的な教育改革立法の
立憲主義およびそれに由来する制度原理に
基づく解釈の在り方を明らかにすることに
ある。 
 
３．研究の方法 
 新教基法の立憲主義的解釈の解明という
課題に本格的に応えようとすれば、（1）同じ
新自由主義という政治原理に基づいて作成
された他の法領域における国内法における
文言との比較による法案作成者（新教基法の
場合には与党協議会）の意思の推定、（2）国
会審議過程分析に基づく立法者意思の射程
の確定、に加えて、（3）新自由主義教育改革
を基礎づける理論モデルと教育人権との緊
張関係が浮上する事柄の同定、（4）諸外国の
立法・判例におけるこのような“緊張点”の
同定のされ方およびその解消のされ方につ
いての比較研究、そして（5）“緊張点”の日
本における存在の法律の明文およびその運
用実態、ならびに、日本の判例の検討に基づ
く検証が不可欠となる。上記の研究目的の達
成は、（1）〜（5）の総合的な研究の成果と
してのみ可能となる。 
 
４．研究成果 
(1) 民主党教育関係法案・選挙公約と「新」

教育基本法の比較分析 
 2009 年 9 月政権与党となった民主党は、結

党以来、国会提出の教育関係法の数は優に 20
を超えている。それらの収集とともに、新自
由主義および新国家主義の徹底度という観
点から、①個々の法案の特徴、②法案全体の
特徴の経年的変化、③民主党「日本国教育基
本法案」との関係、④「新」教基法および自
公政権のもと開催された教育関係法との関
係、⑤「新」教基法の再改正の必要性、⑥選
挙マニフェストと教育関係法案の関係を分
析した。それによる新しい知見は、具体的に
は、①民主党の教育関係法案は、2003 年まで
の福祉国家的色彩の強い法案、2003 年以降の
新自由主義的法案、および政権獲得後におけ
る新自由主義をベースとしながら、福祉国家
的要求を吸収する法案と大きく分けて 3つの
時期に区分できること、②民主党教育関係法
案は、ナショナル・ミニマム・スタンダード
の縮小ないしは廃棄、および、地教教育行政
の首長部局化等、自公政権以上に徹底して新
自由主義改革を進めるものであること、③民
主党は「新」教基法に対抗し、新自由主義的
色彩と新国家主義的色彩のよりはっきりと
した日本国教育基本法案を提出し、それを具
体化するために教育関係法案を提出してき
たが、それらは、「新」教基法と矛盾せず、
また、「新」教基法の解釈により、法案を正
当化できるので、再改正は必要とはされてい
ない等である。    
 
(2）「新」教育基本法の内容的特徴を先行的
に具体化する大阪府教育関係諸条例の分析 

「新」教育基本法の立憲主義的解釈の解明に

関わる立法上の新たな現象として、大阪府に

おける教育関係諸条例（教育行政基本条例、

府立学校条例、職員基本条例）の立案があり

、これらと「新」教育基本法との関係を分析

した。本研究は、「新」教育基本法法制の特

徴を、「新しい統治理論」または「主人—代理

人」理論に基づいて教育行政組織、行政組織—

学校組織間関係、学校管理職—教職員関係を再

編しようとするものとの仮説を立てているが

、大阪府の諸条例は、国の法制度改革に先立

ってこの方向での再編を推進する立法である

。その最大の特徴は、首長・議会に教育を実

質的に統治する権限を与えかねないことにあ

り、またその手段として、「新」教育基本法

に作成主体が明記されていない地方版教育振

興基本計画が使われようとしている点にある

。 

 

（3）「新」教育基本法下における教育判例（

日の丸・君が代訴訟）の分析 

 本研究は、「新」教育基本法の立法者意思
とこれまでの日本国憲法・教育関連法の解釈



を示す判例には緊張関係があるとの仮説を
立てている。したがって、本研究では、最高
裁判決の新たな憲法・教育関連法解釈の分析
は必須となる。「新」教育基本法の解釈に関
わる主要な教育裁判として「日の丸・君が代」
訴訟があるが、本研究期間中にこれに関する
最高裁の判決（2011 年 5 月 30 日〜2012 年 1
月 16 日）が連続して出されたため、同判決
の資料の収集、分析、検討を行った。最高裁
は、教師の思想・良心の自由に関して相当程
度踏み込んだ判断を示したのに対し、教師の
教育の自由に関してはほとんど判断を示さ
れていない。上記の大阪府の現象と合わせて
みたとき、教育における「不当な支配」の現
状分析とその原理的な考察が、「新」教育基
本法の立憲主義的解釈の不可避の課題であ
る。 
 なお、本研究成果は、「『日の丸・君が代』
訴訟の争点」日本教育法学会編『教育の国家
責任とナショナル・ミニマム』（日本教育法
学会年報 41 号）（2012 年、161-183 頁）とし
て公表されている。 
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